
高知県災害医療対策会議設置要綱 新旧対照表

新（赤字は現要綱からの変更箇所） 旧（青字は改正箇所）

高知県災害医療対策会議設置要綱

（設置）
第１条 災害発生時における県下の医療救護活動体制を強化するため、高知県災害医療対策会議（以下「対
策会議」という。）を設置する。

（組織）
第２条 対策会議は、下記の団体の推薦する者及び県職員で構成する。

（省略）
２ 対策会議には、病院現場で災害医療に直接関わる医師で、下記の団体の推薦する者及び知事が認める者
を参与員として置くことができる。

（省略）

（委嘱）
第３条 知事は、前条に掲げる団体の者から、対策会議委員及び参与員になる旨の承諾を得た場合には、委
嘱するものとする。

（議長）
第４条 対策会議の議長は、一般社団法人高知県医師会会長の職にある者を充てる。
２ 議長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

（副議長）
第５条 対策会議に副議長を置く。
２ 副議長は、第２条第１項に掲げる委員の互選により定める。
３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故ある時は、その職務を代理する。

（会議）
第６条 対策会議は、議長が招集する。
２ 対策会議は年２回定期的に開催するほか、議長が必要に応じて召集することができる。
３ 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
４ 参与員は、必要に応じて対策会議で意見を述べることができる。
５ 災害医療対策地域会議の代表者は、対策会議に出席し、意見を述べることができる。

（部会）
第７条 対策会議は、必要があると認めるときは、審議する分野に応じて部会を設置することができる。
２ 部会は、議長の承認を得た委員をもって構成する。
３ 部会長は、検討結果等を対策会議に報告する。
４ 部会の名称、議事の手続その他運営に関し必要な事項については、別に定める。

（事務局）
第８条 対策会議の事務局は、高知県健康政策部保健政策課内におく。

（雑則）
第９条 この要綱に定めるものの他、対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が対策会議に諮っ
て定める。

附 則
この要綱は、平成３０年４月１１日から施行する。
附 則

この要綱は、平成３１年４月４日から施行する。なお、平成３１年４月３日現在において現に委員又は参
与員の職にある者は、同年４月４日付けで「高知県災害医療対策会議」の委員又は参与員に委嘱されたもの
とする。

高知県災害医療対策会議設置要綱

（設置）
第１条 災害発生時における県下の医療救護活動体制を強化するため、高知県災害医療対策会議（以下「対
策会議」という。）を設置する。

（組織）
第２条 対策会議は、下記の団体の推薦する者及び県職員で構成する。

（省略）
２ 対策会議には、病院現場で災害医療に直接関わる医師で、下記の団体の推薦する者及び知事が認める者
を参与員として置くことができる。

（省略）

（委嘱）
第３条 知事は、前条に掲げる団体の者から、対策会議委員及び参与員になる旨の承諾を得た場合には、委
嘱するものとする。

（議長）
第４条 対策会議の議長は、一般社団法人高知県医師会会長の職にある者を充てる。
２ 議長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

（副議長）
第５条 対策会議に副議長を置く。
２ 副議長は、第２条第１項に掲げる委員の互選により定める。
３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故ある時は、その職務を代理する。

（会議）
第６条 対策会議は、議長が招集する。
２ 対策会議は年２回定期的に開催するほか、議長が必要に応じて召集することができる。
３ 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
４ 参与員は、必要に応じて対策会議で意見を述べることができる。
５ 災害医療対策地域会議の代表者は、対策会議に出席し、意見を述べることができる。

（部会）
第７条 対策会議は、必要があると認めるときは、審議する分野に応じて部会を設置することができる。
２ 部会は、議長の承認を得た委員をもって構成する。
３ 部会長は、検討結果等を対策会議に報告する。
４ 部会の名称、議事の手続その他運営に関し必要な事項については、別に定める。

（事務局）
第８条 対策会議の事務局は、高知県健康政策部健康長寿政策課内におく。

（雑則）
第９条 この要綱に定めるものの他、対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が対策会議に諮っ
て定める。

附 則
この要綱は、平成３０年４月１１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成３１年４月４日から施行する。なお、平成３１年４月３日現在において現に委員又は参
与員の職にある者は、同年４月４日付けで「高知県災害医療対策会議」の委員又は参与員に委嘱されたもの
とする。
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附 則
この要綱は、令和３年１２月１４日から施行する。

附 則
この要綱は、令和４年 月 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年１２月１４日から施行する。


